
選静釣銭を窃取する目的で、自動券売機の釣銭返却

口に接着剤を塗布する行為が窃盗罪における

実行の着手と認められた事例

東京高裁平成22年4月20日第10刑事部判決

平成22年(う)第92号 窃盗未遂(予備的訴因偽計業務妨害)被告

事件

公刊物未笠載 (LLI判例秘書ID番号06520456J

小樽商科大学商学部准教授 小 島 陽介

事実の概要

被告人は、本件犯行以前にも、駅に設置さ

れている自動券売機の釣銭返却口内部に接養

離を塗布した後、後続の券売機利用客に対し

払い出される釣銭用の硬貨を接養剤に付着さ

せて捕捉した上、付着している硬貨を回収し

て窃取するという手口(以下、「本件手口Jと

いう)で窃盗罪を繰り返し、 i整役刑に処せら

れたこともあった。

被告人は、平成21年6月17日昼ころ、顔見

知りの者から接着剤等を入手し、本件手口で

釣銭を主主もうと考えて、乗客の多いS駅に向

かった。被告人は向日午後2時過ぎころS駅

に到着し、改札口切符売場の券売機を利用す

る客を見て、「これだけ入が自動券売機を利

用しているなら，釣銭返却口にポンドを塗っ

て，ひっかかった釣銭が盗めるO 見つかるこ

ともないだろう jと考えた。

その後被告人は、午後2時四分ころに11番

券売機の釣銭返却口等を確認し、午後2時22

分ころにその隣の10番券売機の釣銭返却口

に、午後2時23分ころに11番券売機の釣銭返

却口に、それぞれ左手中指の先に付けた接着

剤を塗り付けた。

午後2持20分ころ、 S釈の駅員Aが防犯カ

メラの映{象で10番券売機の釣銭返却口に何か

を塗っている被告人を発見した。釣銭泥棒と

思ったAが急行したところ、被告人は11番券

売機に右手で硬貨を投入するような素振りを

見せ、左手の中指を釣銭返却口に入れ、何か

を塗っていた。 Aは、 11番券売機の釣銭返却

口に接着弼様のものが付着しているのを確認

した後被告人を追及したところ、被告人が犯

行を認めたので、窃盗未遂の現行犯人として

逮捕した。

原判決(東京簡判平21・12・4公刊物未登

載)(1)は、窃盗罪の実行の着手は、少なくと

も他人の占有する財産の占有侵害行為に直接

向けられた行為であり、犯人のコントロール

下にある一連の行為でなければならないとし

たうえで、被告人は接着剤を塗布して畏を仕

掛けた後利用客が切符を買う行為等を待つこ

とを余儀なくされるものの、その客の行為に

は被告人の影響力は及ばないから、客の行為

を合めて被告人のコントロール下にある一連

の行為とはいえないこと、被告人の日論む窃

(1) 原判決が公刊物未登載で参照することができなかったため、本件の事実関係および原判決の内容は、本判

決の認定から構成した。
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盗は、畏にかかった硬貨に対する占有侵害行

為がなければ完成しないところ、被告人の民

を仕掛ける行為から出有侵害行為に至る経緯

には想定可能な障害があり、接着弼塗布行為

は、客観的にも、被告人の主観においても、

直接占有を侵害する行為でなく、そのための

準備行為と評価されることを指摘し、畏を仕

掛けた段階において、被告人の意思次第で速

やかに占有侵害行為の段階に移行することが

できたとは認められない以上、結果発生の具

体的危険が生じたとは解されず、窃取の実行

の着手と認めることはできないと判示して、

本位的訴因である窃歳未遂罪の成立を否定

し、予備的訴医iであった偽百十業務妨害罪の限

震で有罪と認め、被告人を罰金刑に処した。

これに対して検察官が控訴した。

判決要皆

東京高裁は原判決を破棄・自判して窃盗未

遂罪の成立を認め、被告人を懲役 1年 2月の

実刑に処した。

「窃盗罪における実行の着手は，構成要件

該当行為自体の開始時点に限定されず，これ

に密接な行為であって，既遂に至る客観的危

験牲が発生した時点に認められると解される

ところ，本件においては，本件接着剤を各券

売機の釣銭返却口に主主布した時点において，

実行の着手があったというべきである。すな

わち，被告人の本件接着剤塗布行為は，券売

機の釣銭等を取得するためには，最も重要か

っ必要不可欠な行為であり，釣銭の占有取得

に密接に結びついた行為である O また，被告

人において，本件接着剤塗布行為に 1回でも

成功すれば，本件接着剤の効能，乗客の乗車

券購入行為等による釣銭の出現の頻度，釣銭

が接着剤に付著する確率等を踏まえると，券

刑事裁判例批評(175)

売機の管理者が占有する釣銭用硬貨を十分に

現得することができる状態に至った，換言す

れば，硬貨の窃取に至る客観的危検性が生じ

たということができるというべきであるJ(2)。

言平 手穴

1 本判決は、鉄道駅に設置された自動券

売機の釣銭返却口に接着剤を塗布して(以

下、「接着剤塗布行為」という)、鉄道利用客が

切符を買う際に発生する釣銭を接着剤に付着

させ、利愚容が自動券売機を離れた後に接着

剤に付着した釣銭を窃攻する(以下、 f釣銭取

得行為」という)という手口で行われる窃盗

につき、接着剤塗布行為の時点で窃盗罪の実

行の着手を肯定したものである。本件は、被

告人の窃取行為が接着剤塗布行為と釣銭取得

行為の 2つに分かれ、その関には利用客の行

動という被告人の行為とは離れた事J情が介在

する点にその特徴がある。

2 窃蜂罪には予錆罪が規定されておら

ず、未遂犯が成立するかどうか、すなわち実

行の着手があったかどうかが可罰と不可罰を

分ける重要な限界点となる O 実行の着手時期

を巡っては、古くから主観説と客観説の対立

がある O 行為者の主観的側面を基準にこれを

判断する主観説によると、実行の着手時期が

著しく早まるほか、客観的要素の範密が明確

となりがたく恐意的判断を招きやすいとして

(3)、l司説は現在では支持を失っている。一

方、客観説はさらに形式的客観説と実質的客

観説に大きく分かれ、前者は構成要件該当行

為の開始をもって、後者は法主主侵害の現実的

危検性を生じさせる行為の開始をもって、そ

れぞれ実行の着手を認める O 形式的客観説に

おいては、実行の着手時期が遅くなりすぎる

という批判(4)が寄せられたことから、構成

(2 ) 本判決の評釈として、 IIIJ井裕明・研修745号445頁、栗木傑・警察公論65巻1O-j予約頁がある。

( 3 ) 大谷賞 f刑法講義ム総論新版第3版j369頁(成文堂 .2009年)。

(4 ) 問自典之ほか編『注釈刑法第 1巻.1661頁〔和田俊憲) (有斐隠 .2010年)等。
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要件実現に密接した行為の開始時点(5)や構

成要件行為の直前に位置する行為の開始時点

(6)へと修正する見解が有力である O 一方実

質的客観説も、判断基準が不明確であるとの

指摘を受け、形式的基準を併崩する見解が現

れている(7)。

さらに、実行の着手時期の判断において行

為者の主観面を考慮するかどうか、考慮する

とした場合その内容は故意や過失に践定され

るか、それとも行為者の意簡や犯行許闘まで

も含まれるかが争われているところ、完全に

外形的事情のみで着手判献を行うことは国難

であること等から、行為者の主観を全く考麗

しない見解は少数に止まっている。

判例(8)は、当初はおおむね形式的客観説

に拠っていた(9)ものの、窃盗罪の事案にお

いては、構成要件該当行為から拡張し、それ

に密接する行為の開始をもって実行の着手と

していたとされるO 例えば、大判昭 9・10・

19刑集13巻1473頁は、「家宅侵入の行為は窃

盗罪の構成要素に属せず単に其の遂行手段に

外ならざるが故に家宅に侵入したるの一事を

以て窃盗罪の著手と謂ふ能はざるは勿論なり

と難窃挫の目的を以て家宅に侵入し他人の財

物に対する事実上の支配を犯すに付密接なる

行為を為したるときは窃盗罪に著手したるも

の」であると述べ、家屋内に侵入した後金員

を窃取するためにたんすに向かつて歩き出し

た時点で実行の着手を認めた(10)。このよう

な密接性の判断は、財物の性質・形状、所在

場所、窃取行為の態様等によって具体的に判

断される (11)ものであるため、以降は、どの

範閉までなら「密接なる行為Jといえるかを

主たる問題点として、事案ごとに裁判例が積

み重ねられてきたといえる(12)。

またその後、下級審で、実質的客観説に従っ

たと見られる裁判例が増加した(13)ことを受

け、最高裁も河説の採用を明示するに至っ

た。すなわち、強姦目的で女性をダンプカー

の運転席に引きずり込み、約5.8キロメート

ル離れた場所で姦淫した事案において、被告

人らの行為態様や意図等の事実関係を具体的

に描示したうえで、「かかる事実関係のもと

においては、被告人が河女をダンプカーの運

転席に引きずり込もうとした段階においてす

でに強姦に至る客観的な危険性が明らかに認

(5 ) 植松正 f再訂刑法概論 I総論.1315頁以下(勤:草書房・ 1974年)。

( 6) 塩見淳「実行の着手については・完)J法学論叢121巻6号16貰以下。

( 7引) 平野龍一『刑法総論IIj 31臼3頁U以、 jド干 (1凶97花5年.有斐閣)λ、井毘良 f打Jl
堂 .2却O∞O閃5年)λ、i山li口厚 f町庁刑5引i法去総論 〔第 2)版坂剖〕日.12部69頁 (司右有3守民斐閤 .2却O∞O釘7:1年ド)九O 

(8 ) 大審院以来の判例の動向については、西原春夫ほか編 f判例刑法研究第4巻j 1頁以下〔大沼邦弘) (有

斐関・ 1981:11三)参照。

( 9 ) 例えば、大判明40・2・21刑録13輯224真は、!日刑法の詐欺取財界につき、「犯人が犯罪構成の要科二たる欺

同の月rr為に着手したるときは良!Jち詐欺取財界の実行に着手したるものとなる」としている。 1日j様の立場に立つ

ものとして、大判明36・12・21別録9報1905頁、大判明38・7・6刑録1H計711頁等。なお、大審院時代の判19U

の引用に際しでは、原文のカタカナをひらがなにし、適宜濁j誌を打ったほか、!日!字体を現在の漢字に改めたと

ころがある O

(10) 同様のま場に1Lつものとして、大判大6・10・11刑録23輯1078賞。

(11) 大塚仁ほか編 f新判例コンメンタール第6巻j148頁〔間野光雄) (三省堂 .1998年)。

(12) 窃盗罪に関するものを見ると、最'I'IJ昭23・4・17刑集 2巻 4号399頁は、窃挫の日的で、他人の養蚕室に侵入

し、食料品等を物色した時点で、最決昭40・3・9刑集19巻 2号69頁は、被害者方応鎌内で懐仁1:1電灯を照らし

たところ、電気器具類の稽んであることが分かったが、なるべく金を取りたいので高内煙草売場の方に行きか

けた時点で、それぞれ実行の着手があったとされている。また、土蔵や倉庫への侵入窃設の場合には、家崖の

場合とは異なり通常窃取すべき対物のみがあることを理由に、それらの建造物に侵入するための行為を開始し

た時点で、窃読罪についても実行の着手が認められている。名古屋高判昭25・11・14高刑集 3巻4号748賞、高

松高判昭28・2・25iお刑集 6巻 4号417頁等。

(13) 前橋J也桐生支判昭37・7・13下刑集 4巻 7=8号680頁、高松高判昭41・8・9高那集19巻 5号520真、宇

都宮地判BB40・12・9下刑集 7巻12号2189頁等。
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められるから、その時点において強姦行為の

着手があったと解するのが相当であ」ると判

示したのである(14)。

本件のように複数行為からなる犯罪の実行

の着手時期については、いわゆるクロロホル

ム事件最高裁決定が鳴らかにしている(15)。

同事件は、被害者Vにクロロホルムを吸引さ

せて気絶させた(第 1行為)上、車に乗せて

その車ごと川(後に近くの港に変更)に転落

させて溺死させる(第 2行為)という計調を

立てた被告人らが、 Vにクロロホルムをi奥が

せて失神させ、港から自動車ごと海中に転落

させて殺害したところ、予期に反してVはク

ロロホルムを吸い込んだ時点で死亡していた

可能性があった、というものである O 最高裁

は、「実行犯 3名の殺害計画は，クロロホル

ムを吸引させてVを失神させた上，その失神

状態を利用して， Vを港まで運び自動車ごと

海中に転落させてでき死させるというもので

あって，第 1行為は第2行為を確実かつ容易

に行うために必要不可欠なものであったとい

えること，第 1 行為に成功した場合，それ~j、

降の殺害計画を遂行する上で障害となるよう

な特段の事情が存しなかったと認められるこ

とや，第 I行為と第2行為との間の時間的場

所的近接性などに照らすと，第 1行為は第2

行為に密接な行為であり，実行犯3名が第 l

行為を開始した時点で既に殺人に主る客観的

な危険性が明らかに認められるから，その時

点において殺人罪の実行の着手があったもの

と解するのが柏当であるJとした。複数行為

による犯罪の場合の実行の若手時期に関し

て、判例は f密接性Jと f危険性」という 2

つの観点から、行為者の犯行計画を考慮した

刑事裁判例批評(175)

うえで、①第 1行為の必要不可欠性、②第 I

行為に成功した場合の揮害の不存在、③両行

為の時間的場所的近接性という事i育を考慮{要

素として挙げているといえる (16)(17)。

3 (1) 本件では、原判決、本判決とも

に、基本的な判断枠組みは前述したような判

例のそれに沿っていると解されるO すなわ

ち、両者は実行の着手が認められるために

f結果発生の具体的危険」ないし「既遂に至

る客観的危険性」を要するとして共に実質的

客観説に与しているO そのうえで判断が分か

れたのは、被告人による接着剤塗布行為から

釣銭の窃取という結果が発生することについ

ての確実性ないし蓋然性に対する評価の差に

よるものである。原判決は、接着剤塗布行為

と釣銭取得行為との間には、 1)必ずしも釣銭

が生じ、それが接着剤に付着するとは眼ら

ず、また、乗客自身や後続の乗客が気付いて

釣銭を取ることがありうる、 2)S駅では駅員

等が1日2、 3間接着剤等の付着の有無を点

検している、 3)塗布後15分程度経過すると接

着剤の効能が低下するため、被告人は通常約

20分毎に譲着剤を上塗りしなければならな

い、という 3つの障害があることから、接着

剤塗布行為を準備行為と評価し、窃主主罪の実

行の着手とはいえないとした(18)。一方本判

決は、1)本件で使用された接着剤には十分な

効果があり、また乗客は一般的に釣銭の額を

確認しないまま立ち去る実態があること、 2)

被告人の窃取行為は、接着剤塗布後、 2分か

ら10分くらいで券売機に戻り、硬貨付着の有

無を確かめるというものであり、駅員等によ

る点検とはサイクルが質的に異なること、 3)

装着剤の重ね塗りはより多くの硬貨を確実に

(14) 最決昭45・7・28JfIJ集24巻7号585頁。同様の立場を示すその後の裁判例として、東京高判昭57・9・21'問

タ489号130真、横浜地判IJB58・7・20判時1108号138賞。 問様の判断枠組みを採用しながら、 J主体的危険の発生

を否定したものに、大阪地判:>fZ15・4・1HIJタ1126号‘284頁、千葉地半IJ平16・5・25判タ1188号347頁がある O

(15) 最決平16・3・22期集58巻 3号187真。

(16) 平木正洋・最判解刑事篇平成16年度163頁以下、成瀬幸典ほか編『判例プラクテイス刑法 I総論.s286頁〔佐

藤拓燐J(信出社， 2010年)。

(17) 同様の考慮要素を指摘した裁判例として、名古屋高特平19・2・16判タ1247号342fto
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得るための行動であり、接着剤塗布行為の効

能が低いためではないことを指摘して、原判

決摘示の各事情が被告人による窃盗の寵害と

はなっていないと述べたうえで、「被告人の

行為により，慰物の占有侵害の客観的危検性

が高まっているにもかかわらず，被告人の意

思により速やかに占有侵害行為に移行できな

いとの一事をもって，実行の着手を否定する

のは，狭きに失する法解釈であり，賛関する

ことはできないjと原判決を批判している O

(2) 硬貨の窃取に至る確実性を左右する要

素は、本件の事実関係から 2つ見出される O

一つは、釣銭が接着離に付着して釣銭返却口

内に残る可能性であり、もう一つは、窃盗の

成否が券売機利用客の行動を前提としている

という点である(19)。

前者は、捜査機関が行った実験において

90%以上の確率 (31問中28回)で硬貨の付着

があり、また後続の硬貨の舗突により付着し

た硬貨がはがれ落ちることもなかったことか

らすると、接着剤塗布行為後に自動券売機の

利用があれば (S駅の1日の利用客は約51万人で

あり、この部分も確実視することができる)、硬

貨の付着はほぼ確実に発生するといえる。

後者は、原判決が接養剤塗布行為を準備行

為と評価する根幹部分と解されるものの、本

件では機械による釣銭の払い出しという点に

注目する必要がある。本特決が指摘するよう

に、利用客は返却口に払い出された釣銭には

間違いがないものと信頼し、正しい金額か曜

かめることもないまま対布やポケットに入れ

るのが一般的である O つまり本件では、接着

剤を塗AtTした自動券売機を誰かが利用し、そ

の後一時的にでも誰も利用していない状態

(行列が途切れた状態)になるまで待たなけれ

ばならないという意味では被告人の両行為の

間にはクッションがあるものの、それは被告

人によるコントロールないし被告人の行為を

起点、とした結果発生の確実性を失わせる事情

とは評価できないと思われる。硬貨付ー着の確

実性と併せ考えれば、被告人による接着剤塗

布行為の時点において、釣銭が返却口内に残

存し、それを被告人が取得することのできる

可能性は極めて高いものになっているといえ

るO 原判決は「被告人のコントロール下にあ

る一連の行為jであることを要求したが、本

件の事実関係からはそれを者定することは十

分可能で、あり、そのような事例であったから

(18) なお、窃取の対象となる財物に関し、原判決が毘にかかった硬貨であって券売機中に存在する釣銭月]の硬

貨ではないと認定したのに対して、本判決は券売機内に既に在中している釣銭用硬貨であってその占有は駅管

理者に存すると判示しているO 原判決を参照することができず、本判決も特段の理由を示さず原判決の評{阪を

否定したに止まるため、その趣習を正確に把援することは密難であるものの、原判決は窃援の被害者を券売機

利用客と構成することで、まさに硬貨を取得しようとする時点まで実行の着手を遅らせる論拠のーっとしたも

のと推祭される。

(19) 本件は自動券売機利用客を利用した潤接正犯ないし離隔犯の事例であるともいえる O それらの事例に関し

ては実行の着手時期に激しい争いがあるが、利用者基準説(発送時説)ないし個別化説からは本判決の結論は

容易に首肯できるものと思われる。一方、判例は被利用者基準説(到達時説)を採っているとされるので、本

判決の位議付けが問題となりうる O しかし判例も、郵便局員が郵便物在中の財物を窃取するためにそれら郵便

物の宛名を書き換えて郵便物涯分棚に差し霞き、その一部を自己に配達させた事案に関する東京高判昭42・

3・24高刑尭20巻3号229頁において、被告人が郵便物を涯分棚に差し震いた時点で窃盗罪の実行の若手を認め

ている。間判決に対しては、すでLに被害者領域への侵入を{半い、郵便物に対する郵便局長の占有を現実に怠殆

化するものといえる(松原芳博 f刑法判例百選 I総論[第6版11132頁)と、被利用者基準説の立場からも説

明しうるとされる O また、郵便物が配達されればそれを窃取したことになり窃盗既遂が成立するのであって、

発送時点での危険の具体性ないし結果発生への近議牲の程度は同じく郵便を利用した殺人の場合(大判大正

7・11・16刑録24輯1352頁)とは異なるとも指摘されている(酋出ほか編・前掲詑(4)667頁〔和田〕、成瀬ほか

編・前縄注(同301頁〔佐藤))0このことからすると、本判決の結論も必ずしも判例の立場と矛属するとはいえな

いであろう。なお、東京高判と同旨の判例として、最判Hfl27・11・11裁判集刑事69号175頁、大抜高判昭27・

4 ・ 28高刑集 5 巻 5~号714貰がある。
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こそ釣銭取得へと至る危険性が肯定されると

考えるべきである (20)。

(3) 実行の着手時期の判断における行為者

の主観的要素の考慮に関しては、原判決が被

告人の計画を前提に接着鶏塗和行為を準備行

為と位置付け実行の着手を否定したのが明ら

かであるのに対して、本判決は、少なくとも

明示的には被告人の犯行計画に言及していな

い。もっとも、接着剤塗布行為は、その後の

釣銭取得行為まで至る被告人の計画を前提と

して初めて、窃盗行為の一部として重要性を

獲得することからすると、本判決の「券売機

の釣銭等を取得するためには」ないし f被告

人において，本件接若荊塗布行為に I回でも

成功すれば・・・・・・券売機の管理者が占有する釣

銭用硬貨を十分に取得することができる状態

に至ったJという表現は、このような被告人

の計画を酪酌したものと解される O 本判決

も、これまでの判例の鎖向に沿って被告人の

行為計画を含めて実行の着手時期の判断をし

ているのであり、この点も妥当な判示であ

るO

4 本判決は、従来の判例が提示した考癒

要素に照らして、接着剤塗布行為と釣銭取得

刑事裁判例批評(175)

行為という 2つの行為からなる窃盗につき、

被告人の行為計画を踏まえて、後者に対する

前者の必要不可欠性から導かれる同行為の密

接性、並びに、原判決が指摘した各障害を否

定することにより導かれる法益侵害発生の危

険性という観点から、第 1行為である接着剤

塗布行為をもって窃盗罪の実仔の着手を認め

たものであり、近時の判例の流れを踏襲した

事例判例としての意義を有するものと解され

る。本件では被告人の両行為の開に他者の行

動という要因が介入しており、準備行為とも

目される被告人の第 1行為を未遂犯に問うも

のであって、かなり早い段階で実行の着手を

認めた事例ではあるものの、硬貨が釣銭返却

口内に接着されることがほぼ確実であるほ

か、券売機利用者の一般的な行動に鑑みれ

ば、被告人によるコントロールは失われてい

ないと解されることから、その点を指摘して

被告人の 2つの行為の密議性や法益侵害へと

至る具体的危険性が失われないと判示した本

判決の結論は支持できると解される O

なお、被告人が本判決を不服として上告し

ており、最高裁の判断が注目される。

(こじま@ょうすけ)

(20) 行為経過ないし結果発生に至る経過の「確実性Jないし「自動性」にも着目して実行の着手時期を判断す

る塩見・前掲注(6)17頁以下、井回・前掲注(7)252真以下、商回ほか編・前掲注(4)667頁〔和田〕によっても、同

旨の帰結に至るものと思われる。

No.28 (2011年) 刑事法ジャーナル 101 


